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高等教育における質保証が叫ばれる中、小規模な私立大学などにおける教育の実情は厳しい。教員

免許取得をかかげる課程においては、教科教育法の学習の前提となる基礎知識を専門科目では満たせ

ない状況にもかかわらず、免許の取得を希望する現状がある。質を保証するためには、外的な基準が

必要である。	 

 
１．はじめに  
	 

	 中央教育審議会が、答申(2012)(1)で、高等教育

における「質の保証」に言及した後、大規模大学

や（生き残りをかけ）改革に積極的な大学等では、

カリキュラムや組織の改革、教育の内容や方法の

見直しが進められてきている。	 

	 しかし、小規模な大学等では、人的資源も含め、

その対応がなかなか進まない現状がある。例えば、

公益社団法人	 私立大学情報教育協会による教育

改革ＩＣＴ戦略大会(2)等でも質の保証や大学改革

を促すテーマを掲げ、啓蒙活動を続けている（が、

参加者は限られ、大会の運営委員会等においても

啓蒙の難しさが言及されている）	 

	 この様な状況において、我々は、首都圏周辺部

の小規模な私立大学等で、情報やメディアの活用、

並びに、教育方法の授業にかかわっている。	 

	 本稿では、情報科教育法を中心に、高等学校の

「情報」免許取得にかかわる課題を整理し、解決

の方向性を検討することを目的としている。	 

 
２．現状と課題  
	 

	 現在、教員免許を取得するためには、例えば、

文部科学大臣が認定した大学の課程等で、所定の

教科及び教職に関する単位を修得する必要がある。	 

また、免許取得後も 10 年ごとに教員免許状を更新

するための講習に参加し（試験等を経て）修了の

認定を受ける必要がある。	 

	 例えば、高等学校「情報」の免許課程申請では

教職に関する科目の他、	 

・情報社会及び情報倫理	 

・コンピュータ及び情報処理（実習を含む。）	 

・情報システム（実習を含む。）	 

・情報通信ネットワーク（実習を含む。）	 

・マルチメディア表現及び技術（実習を含む。）	 

・情報と職業	 

に該当する科目のシラバス、並びに、各担当者の

履歴書や研究業績書を提示し、課程認定の審査を

受ける(3)(4)。 近は、相応の厳しい審査が行われ

ており、制度上、質保証の枠組みは整っているか

にみえる。	 

	 しかし、課程認定については、科目等に変更が

生じなければ見直されることは無く、退職等で、

担当者が変更になる場合でも、教科に関する科目

では、履歴書や研究業績書を提出する必要はない

とされている(4)。そのため「教科」に関する科目

の質を保証する枠組みは、実質上、無いに等しい。	 

	 実際、小規模な私立大学の場合には、同じ学問

領域で、専門の異なる人材を幅広く配置すること

は難しく、ひとりの教員が、様々な領域の授業を

カバーせざるをえない現実がある。	 

	 さらに、高等学校段階までの（例えば「情報」

の）学習が定着していないだけでなく、学習する

方法すら身についていない学生と対峙しなければ

ならない場合も少なくない。	 

	 その結果、免許法上の枠組みで期待された内容

の教育を十分に提供できなくなり、質を保証する

ことができなくなっていると考えられる。	 

	 くわえて、「情報」＝「コンピュータの操作」と

誤解している現状(5)も、学生、教員ともに続いて

いる。なお「コンピュータの操作」とは（主に

Windows 系の）パソコンに導入されているアプリ

ケーションソフトウェアを活用することができる

と言った程度の技能を意味している。すなわち、

「情報」の学習は、ビジネスにかかわる場面での

パソコンの操作技能を修得していれば十分である

との考えを持つ教員の比重が高まり、課程認定時

に想定された科目の内容が十分にクリアできない

状況となる。	 

	 実際、高等学校普通教科「情報」を履修済みで、

（文科系ながら）情報系の学科に所属する学生を



対象に数年間「情報処理論」の授業を担当した。	 

この学科は、高等学校「情報」の免許取得が可能

な課程となっているが、先に述べた通り「情報」

＝「コンピュータの操作」と誤解している学生が

多かったことを踏まえて（意図的に）PC 等の利用

は避け、「情報」の処理にかかわる（人による）問

題解決、スケジュールの管理、アルゴリズム（並

べ替えと探索）、10 進、2 進、16 進数の基数変換、

補数などを扱った。	 

	 残念ながら、高等学校段階までの学習の定着が

不十分であったため、上記の内容の理解に戸惑う

学生達も多かった。そこで、課題を選択したり、

扱い方を工夫したりしながら、高等学校段階まで

の内容を復習せざるを得ない状況であった。	 

	 例えば、2 進数、10 進数、16 進数を扱った際、

10 進数と 2 進数との基数変換は、かろうじて計算

できるものの、16 進数になると、ほとんど理解が

おぼつかなくなった。	 

	 結局、10 進数の桁上がりや繰り下がりなど、数

（位取り基数法）の概念が定着していないことが

明らかとなった。	 

	 日本私学教育研究所の元研究員で、長年、算数

の指導や小学校教員に対する研修を担当してきた

大森隆實氏にインタビューしたところ、算数指導

に際し、本来、６年間を通して、学び方を会得す

る事が大切であるにもかかわらず、 近の教員は、

答えをどの様に出すのかを求めている様に感ずる

との回答を得た。すなわち、たとえ結果が悪かっ

たとしても、その経過を通して、この様に問題を

解決して行けば良い、この様に資料を使えば良い

ということを学べば良いとの意見であった。	 

	 同様に（数人の例でしかないが）教科教育法に

おける高等学校共通教科「情報」の学習に際し、

「情報」にかかわる基礎的な知識が不足している

学生の場合には、教科書の表面的な記述に囚われ、

その説明に固執する傾向が見受けられ、情報的な

見方や考え方には至ることができなかった。	 

	 そのため、教科教育法の 初の課題となる年間

指導計画の作成でさえ、知識不足により、適切に

取り組むことができない状況であった。	 

	 

３．おわりに  
 
	 本来、教科専門として、学ぶべき内容の理解が

不十分な学生に対し、教科教育法の時間枠のみで

対応することは不可能である。 
	 通常なら、前提条件が満たされていないため、

免許取得には至れないはずであるが、状況が理解

できない一般の教員から見れば、ほとんどの専門

科目の単位を取得しているにもかかわらず、教科

教育法の単位が取得できないことを説明しても、

なかなか理解されない場合が多い。 
	 授業にかかわる者としては、理解させる努力も

必要ではあるが、教科の専門科目における質保証

がままならない状況においては、何らかの外的な

評価基準が必要であると考えられる。 
	 その意味では、例えば、情報科教育学会による

情報科教員を目指す者が身につけるべき標準的な

知識や技能の整理枠が望まれる。 
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